
配置予定技術者に関する提出書類について（お知らせ） 

 

                                                平成２８年５月 

 

 県の建設工事に係る配置予定技術者につきまして、平成２８年６月以降に契約する案件より、下

記のとおり確認することとしますので、ご注意ください。  

 

◇配置予定技術者の専任状況の確認 

  確認の手続きは、次のとおり行います。 
 

    指名競争入札の場合 

   ①開札の結果、請負予定金額が３，５００万円（建築一式工事は７，０００万円）以上であ 

   る場合は、落札決定を保留します。 

   ②発注機関から、最低価格入札者である落札候補者に対して、入札執行通知に添付された 

    「配置予定技術者確認申請書（別記様式）」の提出依頼の連絡をします。 

 ③配置予定技術者確認申請書に記入の上、発注機関へ持参してください。 

      ④発注機関で配置予定技術者確認申請書に基づき、現場施工に着手する日（入札執行通知に 

   記載）の専任状況を確認後、落札決定を通知します。 

   ⑤落札決定後、何らかの理由により、入札執行通知において示す現場施工に着手する日まで 

   に、配置予定技術者確認申請書に記載した配置予定の技術者を配置できなくなった場合、 

   他の技術者を配置できるのであれば、契約を継続します。 

    入札執行通知において示す現場施工に着手する日までに、他の技術者を配置できない場合 

   は、契約を解除します。この場合、岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措 

   置要領に基づき参加資格の停止を行います。 
 

    一般競争入札の場合（価格競争） 

    ①発注機関から、落札候補者である旨の連絡があった場合は、他の提出書類とともに、変更 

   後の「配置予定技術者名簿（別記様式４）」を持参してください。 

②請負予定金額が１，０００万円以上である場合は、発注機関で他の書類とともに配置予 

定技術者確認申請書に基づき、現場施工に着手する日（入札公告に記載）の専任状況を確認

後、落札決定を通知します。（ただし、請負予定金額が１，０００万円以上３，５００万円

（建築一式工事は７，０００万円）未満である場合、落札候補者によっては、一定の条件も

のとでは、専任を求めないことがありますので、詳しくは入札公告を確認してください） 

    ③落札決定後、何らかの理由により、入札公告において示す現場施工に着手する日までに、 

   配置予定技術者名簿に記載した配置予定の技術者を配置できなくなった場合、入札参加資 

   格を満たす他の技術者を配置できるのであれば、契約を継続します。 

    入札公告において示す現場施工に着手する日までに、入札参加資格を満たす他の技術者を 

   配置できない場合は、契約を解除します。この場合、岐阜県建設工事請負契約に係る入札 

   参加資格停止等措置要領に基づき参加資格の停止を行います。 
 

  一般競争入札の場合（総合評価落札方式） 

    ①発注機関から、落札候補者である旨の連絡があった場合は、他の提出書類とともに、変更 

   後の「配置予定技術者名簿（別記様式４）」を持参してください。 

②請負予定金額が３，５００万円（建築一式工事は７，０００万円）以上である場合は、 

発注機関で他の書類とともに配置予定技術者確認申請書に基づき、現場施工に着手する 日



（入札公告に記載）の専任状況を確認後、落札決定を通知します。 

      ③落札決定後、何らかの理由により、入札公告において示す現場施工に着手する日までに、 

   配置予定技術者名簿に記載した配置予定の技術者を配置できなくなった場合、入札参加資 

   格を満たし、かつ資料に記載した配置予定の技術者と同等以上の技術評価となる他の技術 

   者を配置できるのであれば、契約を継続します。 

    入札公告において示す現場施工に着手する日までに、入札参加資格を満たし、かつ資料に 

   記載した配置予定の技術者と同等以上の技術評価となる他の技術者を配置できない場合  

   は、契約を解除します。この場合、岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措 

    置要領に基づき参加資格の停止を行います。 

 

◇配置予定技術者名簿の作成等にあたっての留意事項 
  配置予定技術者名簿の作成等にあたっては、下記の留意事項を厳守してください。 

 

 (1)配置予定技術者と営業所専任技術者は、同一の技術者を配置することはできません。 

 (2)当該工事の配置予定技術者とは別に専任を要する工事がある場合は、同一技術者を配置 

 することはできません。 

 (3)他法令により専任が求められている者（建築士事務所を管理する建築士等）は、配置予 

   定技術者として配置することはできません。 

※それぞれに専任性が求められるため、重複配置は建設業法違反となります。 
 

   ・上記(1)～(3)について、現場施工に着手する日において、配置予定技術者を専任で配置で 

   きることを確認の上、配置予定技術者確認申請書又は配置予定技術者名簿の専任状況欄に 

   チェックマーク■を記入し提出すること。 

【契約後に、重複が判明した場合、主任技術者又は監理技術者が配置できなかった場合は、参 

加資格の停止を行います。】 

・配置予定技術者確認申請書又は配置予定技術者名簿を提出した時点で、他の工事の配置技 

術者である場合は、他の工事の工事カルテを提出すること。 

【本工事の現場施工に着手する日において、他の工事の工期が重なっていないか確認します。】 

   ・重複がある場合、現場施工に着手する日において、当該工事とは別に専任を要する工事が 

   ある場合は、配置予定技術者確認申請書又は配置予定技術者名簿の専任状況欄にチェック 

   マークは入れずそのままにして提出すること。 

【重複がある場合、現場施工に着手する日において、当該工事とは別に専任を要する工事があ 

   る場合、配置予定技術者確認申請書又は配置予定技術者名簿の提出がない場合は、当該落札候 

   補者の入札を無効として取り扱います。】 

   ・配置予定技術者確認申請書又は配置予定技術者名簿の提出後、これを書換え、引替え又は 

   撤回をすることができないこと。 

   ・提出された配置予定技術者確認申請書又は配置予定技術者名簿の内容について、発注機関 

   から説明を求める場合があること。 

 

◇現場施工に着手する日の意義 

    入札執行通知又は入札公告に記載する「現場施工に着手する日（平成○○年○○月○○日）」 

は、公平な入札を期すため、具体的な日を指定し、配置予定技術者の専任状況を確認するもので

あり、受注者が、実際に現場施工に着手しなければならない日を指定するものではありません。 

 

◇適用日  平成２８年６月１日以降に契約を行うものから適用します。 

 

  ※その他、不明な点については、各発注機関にお問い合わせください。 


